
区分
ＵＰＺ（住民）

対象施設 対象者 集合・出発地 輸送手段 台数
安定ヨウ素剤
配布地点

避難退域時
検査場所

経由地 避難先 備考

住
民

高浜町
和田 住民

14人 保健福祉ｾﾝﾀｰ
バス

（県バス協）
1

保健福祉ｾﾝﾀｰ

綾部PA
（あやべ球場）

（京都府綾部市）

丹波の森公苑

（兵庫県丹波市）

三田市消防本部

（兵庫県三田市）

避難
計画に
従った
対応

15人 保健福祉ｾﾝﾀｰ
バス

（町バス）
1

15人 自宅 自家用車 5

おおい町

本郷 住民

15人 総合町民ｾﾝﾀｰ バス（関電） 1

きのこの森
ふるさと交流
センター

兵庫県避難先
（想定）

6人 自宅 自家用車 3

おおい町

佐分利 住民

15人 ふるさと交流センター
バス

（県バス協）
1

4人 自宅 自家用車 2

おおい町

名田庄 住民

22人 里山文化交流ｾﾝﾀｰ
バス

（県バス協）
1

里山文化
交流ｾﾝﾀｰ

美浜町役場 －
東浦小中学校

（敦賀市）
2人 自宅 自家用車 1

小浜市

雲浜・小浜 住民
20人

食文化館

（小浜港）

バス
（県バス協）

1
小浜港

（小浜市）

美浜町役場 －

今立体育
センター

（越前市）
小浜市

内外海・西津・国富・

松永・口名田

150人 各地区公民館
バス

（県バス協）
6

県若狭合庁舎
8人 自宅 自家用車 5

小浜市

宮川・遠敷・加斗・

今富・中名田

120人 各地区公民館
バス

（県バス協）
5 吉川小学校

（鯖江市）
6人 自宅 自家用車 3

若狭町
三宅地区 住民

45人 上中庁舎
バス

（県バス協）
2

上中庁舎
越前体育館

（越前町）
8人 自宅 自家用車 4

小浜市

雲浜 住民
18人

食文化館

（小浜港）

① 船舶（海自）
避難退域時検査場所

からは
② バス（県バス協）

① 1

小浜港
（小浜市）

敦賀港
（敦賀市）

－

今立体育
センター

（越前市）

不測の
事態
への
対応

② 1

小浜市

小浜 住民
18人

③ 船舶（海保）
避難退域時検査場所

からは
② バス（県バス協）

③ 1

② 1
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高浜地域の合同訓練の実績数を記載

一時移転（ＯＩＬ２）における避難の実施方針（案）
ー福井県エリア（住民）ー



実施方針

【福井県関係市町】

 対象となる地域の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転を実施。

（対象者数 ６０２人）

 一時移転に際しては、避難退域時検査を受けること。

 高浜町和田地区、おおい町本郷地区、佐分利地区の住民は、京都府綾部市の綾部ＰＡ（あや

べ球場）にて避難退域時検査を受け、兵庫県丹波市の丹波の森公苑を経由し、三田市消防

本部への避難を実施。

 小浜市の小浜病院では、重篤患者の緊急搬送のため、実動部隊によりヘリでの避難を実施。

 小浜市内の一部道路が通行不能となったことから、船舶により住民避難を実施。

【地域生産物の摂取制限】

 対象地域の地域生産物の摂取を控えること。

一時移転等に際しての基本的考え方

一時移転等の対象となる地区

・高浜町 和田地区、

・おおい町本郷地区、佐分利地区、名田庄地区、

・小浜市 西津地区、雲浜地区、小浜地区、国富地区、松永地区、口名田地区、

宮川地区、遠敷地区、加斗地区、今富地区、中名田地区、内外海地区

・若狭町 三宅地区

たか はま
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一時移転（ＯＩＬ２）における避難の実施方針（案）
ー福井県エリア（避難行動要支援者・住民）ー



 

訓 練 

指 示 
平成２８年８月２７日１０時００分 

福井県知事 殿 

高浜町長 殿 

おおい町長 殿 

小浜市長 殿 

若狭町長 殿 

 

原子力災害対策本部長 

安倍 晋三 

 

 

原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき、下記のとおり指示する。 

 

記 

 

・関西電力株式会社高浜発電所から３０ｋｍ圏内の福井県高浜町
たかはまちょう

和田
わ だ

地区、おおい

町
ちょう

本郷
ほんごう

地区、佐分利
さ ぶ り

地区、名田庄
なたしょう

地区、小浜市
お ば ま し

西津
に し づ

地区、雲
うん

浜
ぴん

地区、小浜
お ば ま

地区、国富
くにとみ

地区、松永
まつなが

地区、口
くち

名田
な た

地区、宮川
みやがわ

地区、遠敷
おにゅう

地区、加斗
か と

地区、今富
いまとみ

地区、中名田
な か な た

地

区、内外
う ち と

海
み

地区、若狭
わ か さ

町
ちょう

三宅
み や け

地区の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間

程度内に一時移転をすること。また、一時移転に際しては、避難退域時検査を受け

ること。なお、地域生産物の摂取を控えること。 

 

 

放射性物質放出後 

ＵＰＺ一時移転 
 

訓 練 
 

公 示 
 

１．緊急事態応急対策を

実施すべき区域 

 

福井県高浜町、おおい町、小浜市、若狭町 

 

２．原子力緊急事態の概

要 

緊急事態該当事象発生日時 平成２８年８月２７日８時 

４０分 

発生場所 関西電力株式会社高浜発電所３号機 

放射線等の状況 

排 気 筒 モ ニ タ ー の 値： 異常なし 

発電所敷地周辺のモニタリングポストの値： 異常なし 

被害状況： 

平成２８年８月２７日７時４５分、外部電源が喪失

し、また非常用炉心冷却装置の作動が必要となる原子炉

冷却材の漏洩事象が発生（原子力災害対策特別措置法第

１０条通報事象発生） 

平成２８年８月２７日８時４０分、設備の故障等によ

り、非常用炉心冷却装置による原子炉への注入不能（原

子力災害対策特別措置法第１５条通報事象発生） 

その他の特記事項 

  

 

 

３．１．の区域内の居住

者等に対し周知させ

るべき事項 

・関西電力株式会社高浜発電所から３０ｋｍ圏内の福井県

高浜町和田地区、おおい町本郷地区、佐分利地区、名田

庄地区、小浜市西津地区、雲浜地区、小浜地区、国富地

区、松永地区、口名田地区、宮川地区、遠敷地区、加斗

地区、今富地区、中名田地区、内外海地区、若狭町三宅

地区の住民は安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内

に一時移転をすること。また、一時移転に際しては、避

難退域時検査を受けること。なお、地域生産物の摂取を

控えること。 

平成２８年８月２７日１０時００分 

放射性物質放出後 

ＵＰＺ一時移転 

一時移転（OIL２超過）に係る指示文および公示文




訓　練

指　示


平成２８年８月２７日１０時００分

福井県知事　殿

高浜町長　殿

おおい町長　殿

小浜市長　殿

若狭町長　殿













原子力災害対策本部長


安倍　晋三


原子力災害対策特別措置法第２０条第２項の規定に基づき、下記のとおり指示する。


記


		・関西電力株式会社高浜発電所から３０ｋｍ圏内の福井県EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(たかはまちょう),高浜町)EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(わだ),和田)地区、おおいEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(ちょう),町)EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(ほんごう),本郷)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(さぶり),佐分利)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(なたしょう),名田庄)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(おばまし),小浜市)EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(にしづ),西津)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(うん),雲)EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(ぴん),浜)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(おばま),小浜)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(くにとみ),国富)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(まつなが),松永)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(くち),口)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(なた),名田)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(みやがわ),宮川)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(おにゅう),遠敷)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(かと),加斗)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(いまとみ),今富)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(なかなた),中名田)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(うちと),内外)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(み),海)地区、EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(わかさ),若狭)EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(ちょう),町)EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(みやけ),三宅)地区の住民は、安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転をすること。また、一時移転に際しては、避難退域時検査を受けること。なお、地域生産物の摂取を控えること。







放射性物質放出後


ＵＰＺ一時移転











訓　練

公　示


		１．緊急事態応急対策を実施すべき区域

		福井県高浜町、おおい町、小浜市、若狭町







		２．原子力緊急事態の概要

		緊急事態該当事象発生日時　平成２８年８月２７日８時　４０分



		

		発生場所　関西電力株式会社高浜発電所３号機



		

		放射線等の状況


排気筒モニターの値：　異常なし


発電所敷地周辺のモニタリングポストの値：　異常なし



		

		被害状況：


平成２８年８月２７日７時４５分、外部電源が喪失し、また非常用炉心冷却装置の作動が必要となる原子炉冷却材の漏洩事象が発生（原子力災害対策特別措置法第１０条通報事象発生）

平成２８年８月２７日８時４０分、設備の故障等により、非常用炉心冷却装置による原子炉への注入不能（原子力災害対策特別措置法第１５条通報事象発生）



		

		その他の特記事項


　





		３．１．の区域内の居住者等に対し周知させるべき事項

		・関西電力株式会社高浜発電所から３０ｋｍ圏内の福井県高浜町和田地区、おおい町本郷地区、佐分利地区、名田庄地区、小浜市西津地区、雲浜地区、小浜地区、国富地区、松永地区、口名田地区、宮川地区、遠敷地区、加斗地区、今富地区、中名田地区、内外海地区、若狭町三宅地区の住民は安定ヨウ素剤の配布を受け、一週間程度内に一時移転をすること。また、一時移転に際しては、避難退域時検査を受けること。

なお、地域生産物の摂取を控えること。







平成２８年８月２７日１０時００分

放射性物質放出後


ＵＰＺ一時移転










PAZ

【凡例】

：病院・福祉施設
：避難退域時検査場所

UPZ

丹波自然運動公園

病院車両1台

【避難先】
病院（想定）

東舞鶴医誠会病院
ひがしまいづる

たん ば

一時移転（ＯＩＬ２）における避難の実施方針（案）
ー京都府エリア（避難行動要支援者）ー



（ ）は、各対象者の支援者、引率者数を示す。

区分

ＵＰＺ（避難行動要支援者）

対象施設 対象者 集合・出発地 輸送手段 台数
安定ヨウ素剤
配布地点

避難退域時
検査場所

避難先

病院

舞鶴市

東舞鶴医誠会病院
入院患者

３人（10人）
東舞鶴

医誠会病院
病院車両 1

東舞鶴
医誠会病院

丹波自然
運動公園

※ 避難先までは行か
ずに、検査場所まで
で訓練は終了

社会
福祉
施設

舞鶴市
まいづる作業所

７人（３人） まいづる作業所

徒歩 － 大浦小学校
※ 避難先までは行かずに、

安定ヨウ素剤配布地点
までで訓練は終了

学校・
保育所

舞鶴市

平保育所
４人（１人） 平保育所

まいづる

ひがしまいづる

ひがしまいづる ひがしまいづる たん ば

まいづる

まいづる

たいら

たいら

おおうら

高浜地域の合同訓練の実績数を記載

一時移転（ＯＩＬ２）における避難の実施方針（案）
ー京都府エリア（避難行動要支援者）ー
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